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違反暮判規程  

平成18年6月13日施行  

（目的）  

第1集 この規程は，出入国管理及び難民認定法（昭軒26年政争第319号。   

以下「法」という。）及び出入国管埋及び難民認定法施行規則（昭和56年法   

務省令第54号。以下「規則」という。）に規定する退去強制手続及び出国命   

令手続に関する入国審査官，特別審理官及び主任審査官の職務の執行について，   

その適正を期することを目的とする。  

（定♯）  

第2集 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号   

に定めるところによる。  

（1）退去強制事由 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の  

出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあっては同法第9条第1項  

各号に規定する事由，その他の外国人にあっては法第24条各号に規定する  

事由（法附則第4項により同条第1号に該当するとみなされる場合を含  

む。）及び外国人登録法（昭和27年法律第125号）附則第4項により従  

前の例によることとされている旧外国人登録令（昭和22年勅令第207  

号）第16条第1項各号に規定する事由をいう。  

（2）容疑者 退去強制事由に該当すると思料される外国人をいう。  

（3）退去強制対象者 法第24条各号のいずれかに該当し∴かつ，出国命令対  

象者に該当しない外国人をいう。  

（4）出国命令対象者 法第24条第2号の3，第4号口又は第6号から第7号  

までのいずれかに該当する外国人で法第24条の3各号のいずれにも該当す  

るものをいう。  

（5）事件 容疑者に係る違反事件をいう。  

（6）証拠資料 退去強制対象者及び出国命令対象者の鼓当性を判断する根拠と  

なる資料をいう。  

（7）違反調査 法第5章第1節に規定する違反調査をいう。  
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（8）引渡し 法第44条に規定する引渡しをいう。  

（9）法第55条の2の規定による引継ぎ 法第55条の2第1項に規定する引   

継ぎをいう。  

（10）法第63条の規定による引継ぎ 法第63条第1項に規定する違反調査の   

結果，．容疑者が法第24条各号の一に鼓当すると疑うに足りる理由があると   

きに，入国警備官から入国審査官に事件を移行する手続をいう。  

（11）審査 法第45条及び法第55条の2第2項に規定する審査をいう。  

（12）認定 法第47条第1項から第3項までに規定する認定をいう。  

（13）口頭審理 法第48条に規定する口頭審理をいう。  

（14）代理人 法第48条第5項において準用する法第10条第3項に規定する   

代理人をいう。  

（15）立会人 法第48条第5項において準用する法第10条第4項の規定に基   

づき口頭蕃迦に立ち会う者をいう。  

（16）審問入国審査官が審査において容疑者に対して，特別審理 

において容疑者又は代理人に対して，それぞれ行う聴聞をいう。  

（17）証人尋問 法第48条第5項において準用する法第10条第5項の規定に   

基づき証人に対して行う尋問をいう。  

（18）判定 法第48条第6項から第8項までに規定する判定をいう。  

（19）異議の申出 法第49条iこ規定する異議の申出をいう。  

（20）地方入国管理局等 地方入国管理局及び地方入国管理局の支局をいう。  

（21）事実の調査 法第59条の2に規定する事実の調査のうち，蜂第50条第   

1項に係るもめをいう。  

（管轄及び捗t）  
t● ＿  

一－■－－＝ 

幕3彙 審査又は口頭審理（以下「審査等」という。）は，容疑者の引渡し，法   

第55条の2の規定による引継ぎ又は法第63条の規定による引継ぎを受けた   

場合の違反調査をした入国警備官が所属する地方入国管理局等に所属する入国   

審査官又は特別審理官（以下「入国審査官等」という。）が行うものとする。  

2 地方入国管理局等の長は，容疑者の居住地又は現在地の変更その他の事情を   

勘案して適当と認めるときは，審査等に係る事件を容疑者若しくは第6条に規  
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定する関連容疑者の居住地若しくは現在地又は退去強制事由の発生地を管轄す   

る他の地方入国管理局等に移管することができる。この場合においては，当該  

移管を受けた地方入国管理局等に所属する入国審査官等が，以後の審査等を行   

うものとする。  

3 地方入国管理局等の長は，容疑者の居住地又は現在地を考慮して適当である   

と認めるときは，当該地方入国管理局等の出張所に所属する入国審査官等に，   

審査等を行わせることができる。  

く書件の配分）  

第4集 法第44条，法第55条の2第1項又は法第63条に 

官は，地方入国管理局組織規則（平成13年法務省令第13号。以下「組織規   

則」という。）第7条第1項第13号及び第15号の2の事務をつかさどる首   

席審査官（前条第3項の場合にあっては，当該出張所の長。以下同じ。）とす  

る。  

2 前項の首席審査官は，休日その他自ら容疑者の引渡しを受けることができな   

いときは，他の入国審査官に当該引渡しを受けさせることができる。この場合   

において，法第44条の適用については，当該入国審査官に容疑者の引渡しが   

なされたときに，前項の首席審査官に対する引渡しがあったものとみなす。  

3 第1項の首席審査官は，容疑者の引渡し，法第55条の2の規定による引継   

ぎ若しくは法第63条の規定による引継ぎを受けたとき又は前条第2項の規定   

により審査に係る事件の移管を受けたときは，入国審査官に事件を配分しなけ   

ればならない。  

4 組織規則第7条第1項第16号の事務をつかさどる首席審査官は，口頭審理   

の請求があったとき又は前条第2項の規定により口頭審理に係る事件の移管を   

受けたときは，特別審理官に事件を配分しなければならない。  

5 第1項又は前項の首席審査官は，前2項の規定により事件の配分左受けた入   

国審査官等が事故その他やむを得ない事由により当該事件の審査等を終結する   

ことができなくなったときは，直ちに当該事件を新たな入国審査官等に配分し   

て当該事件の審査等を引き継がせなければならない。  
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（審査等の期日）  

第5集 入国審査官等は，前条第3項から第5項までの規定により事件の配分を   

受けたときは，速やかに審査等を行わなければならない。ただし，第3条第2   

項の規定iこよる移管がなされることその他の理由により速やかに審査等を行う   

ことができない場合は，この限りでない。  

2 入国審査官等は，前項ただし書きの場合は，当該理由がなくなった後，速や   

かに容疑者に対’し，別記第1号様式による審査期日通知書又は規則別記第56   

号様式による口頭審理期日通知書により，審査等の目時及び場所を通知しなけ   

ればならない。  

3 入国審査官等は，審査等を行った日においてこれを終結することができない   

場合は，前条の規定による移管がなされるときを除き，容疑者に対し，審査期   

日通知書又は口頭審理期日通知書により，次回の審査等の日時及び場所を通知   

しなければならない。  

（■董電の併合）  

第6素 人国審査官等は，複数の容疑者が夫婦，親子，兄弟姉妹等の親族関係，   

後見関係若しくは内縁等実質的に生活を共同にする関係にある場合又は同一団   

体の構成員である場合（以下「関連容疑者」という。）において，適当と認め   

るときは，当該関連容疑者につき併合して審査等を行うことができる。  

2 入国審査官等は，関連容疑者につき併合して審査等を行う場合は，審問，証   

人尋問及び次条に規定する調査（以下「証拠調べ」．という。）を共通にするこ   

とができる。  

く必宇な隅壬）  

第7集 入国審査官等は，容疑者が退去弓虫制対象者若しくは出国命令対象者に該   

当しているかどうかを判断するため又は情状についての資料を得るため必要が   

ある場合は，容疑者又は代理人以外の着から事情を廟取し（以下「事情聴取」   

という。），公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を東め，証拠   

資料の翻訳又は鑑識を依頼し，その他の必要な調査を行うことができる。  
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（審査等に糾する爛書等）  

第8乗 法第4す条第2項又は法第55条の2第2項の審査に関する調書は別記   

第2号様式又は口頭審理の請求の有無その他の事情を勘案して別に定める様式   

による審査調書により，法第48条第4項の口頭審理に関する調書は別記第3   

号様式による口頭審理調書によりそれぞれ作成するものとする。  

2 入国審査官等は，関連容疑者につき併合して審査等を行ったときはその旨及   

び入国審査官等が適当と認めて，容疑者の供述に代えて陳述書等の提出を許し   

たときはその経緯を審査調書又は口頭審理調書（以下「審査調書等」とい   

う。）に記載するものとする。  

3 入国審査官等は，事情聴取において必要と認めるときは，別記第4号様式に   

よる供述調書を作成するものとする。  

4 入国審査官等は，審査調書等又は供述調書を作成したときは，供述した者に   

これを閲覧させ（次粂の規定により外国語を使用し又は通訳を介して口頭審理   

を行った場合を除く。），又は読み聞かせて，誤りがない旨を申し立てたとき   

は，署名をさせ，かつ，自らこれに署名しなければならない。  

（外国語の使用等）  

第針桑 入国審査官等は，審査等において適当と認め卑ときは，外国語を使用す   

ることができる。この場合においては，その旨を審問においては審査調書等に，   

事情聴取においては供述調書に，それぞれ記載するとともに，前条第4項の規   

定によりこれらを読み聞かせるに当たっては，当該外国語を使用しなければな   

らない。  

2 入国審査官等は，審査等において適当と認めるときは，通訳を介して与れを   

行うことができる。この場合においては，その旨を審問においては審査調書等   

に，事情聴取においては供述調書に，それぞれ記載するとともに，前条第4項   

の規定によるこれらの読み聞かせは通訳を介して行うものとし，供述した者が   

誤りがない旨を申し立てたときは，当該通訳にもこれらに署名をさせるものと   

する。  

3 ＝入国審査官等は，証拠資料たる書面を翻訳させた場合は，翻訳者をして翻訳   

文に署名をさせるものとする。  
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（入国書傭官に対する協力依頼）  

第10集 入国審査官等は，審査等の遂行上必要があるときは，入国警備官に調   

査その他の協力を求めることができる。  

（■董等の掃＃）  

第11集 入国審査官等は，審査等に当たっては，証拠調べの手続が円滑に行え   

るよう，事務を整理するとともに，審査においては容疑者，口頭審理において   

はこれに出席している者に対して，適切な指示をするものとする。  

2 特別審理官は，口頭審理に出席している者（容疑者及び代理人を除く。）が   

前項の指示に従わないときそゐ他口頭審理の適切な遂行の妨げになると認める   

ときは，その者に退出を命じることができる。  

（旺拠資料の取綱べ）  

第12先 入国審査官等は，証拠資料の取調べを行うときは，書面についてはこ   

れを容疑者に閲覧させ，読み聞かせ又はその要旨を告げ，証拠物についてはこ   

れを容疑者に示すとともに，当該証拠物の記載内容が証拠となるものであると   

きは，その要旨をも告げるものとする。  

2 入国審査官等は，証拠資料■の取調べをしたときは，その都度，容疑者に対し，   

意見があるかどうかを確認し，当惑容疑者が意見を述べたときは，これを審査   

調書等に記載するものとする。  

（証拠暮料の取綱べの申出）  

第1 

又はその代理人が証拠資料の取調べを申し出たときは，その者に対し，当該証   

拠資料により明らかにしようとする事実（以下「立証事実」という。）につい   

て説明を求め，当該証拠資料の取調べを行うかどうかを決定するものとする。   

この場合において，入国審査官等は，当該立証事実が認定若しくは判定に影響   

し又は法第50条第1項の許可（以下「在留特別許可」という。）に当たり考   

慮されるべき重要な事情であるかどうかを勘案し，当該証拠資料の取調べを行  
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う必要がないと認めるときは，その申出を却下するものとする。  

2 入国審査官等は，前項の申出があったときは，その旨，申出に係る立証事実，   

申出の採否及び申出を却下した場合は，その理由を審査調書等に記載しなけれ   

ばならない。  

（証拠暮料の憤置及び遵付）  

第14集 入国審査官等は，容疑者その他の者が任意に提出した証拠資料を領置   

することができる。この場合においては，別記第5号様式による領置調書を作   

成するとともに，別記第6号様式による額置物件目録書を作成して．これを提出   

者に交付しなければならない。  

2 入国審査官等は，押収又は衛置された証拠資料について押収又は領置の必要   

がなくなったときは，速やかに，これを提出者に還付しなければならない。た   

だし，当該証拠資料の所有者が所有権を放棄した場合は，この限りでない。  

3 入国審査官等は，法第47条第1項，同条第2項，法第48条第6項，同条   

第7項，法第49条第4項（法第5P条第3項の場合を含む。），同条第5項   

の規定により容疑者が放免された場合，若しくは法第47条第5項，法第48  

条第9項若しくは法第49条策6項の規定により退去強制令書が発付された場   

合， 又は法第55条の3第1項の規定により出国命令書がなされた場合におい   

て，違反調査又は審査等の過程において押収又は街置された証拠資料で未だ達   

付されていないものがあるときは，速やかに，これを提出者に還付しなければ   

ならない。ただし，当該証拠資料の所有者が所有権を放棄した場合は，この限   

りでない。  

4 入国審査官等は，前2項により証拠資料を還付する場合は，規則別記第47   

号様式による押収物件目録書又は領置物件目録書の提出を求めた上，規則別記   

第48号様式による押収物件遼付請書又は別記第7号様式による領置物件遺付   

請書を徴しなければならない。  

5 入国審査官等は，証拠肇料の所有者が所有権を放棄する場合は，押収物件目   

録書又は簡置物件目録書の提出を求めた上 別記第8号様式による所有権放棄   

書を徹するものとし，所有権が放棄された証拠資料は，その所   

属する地方入国管理局等又はその出張所（以下「地方入国管理官署」とい  
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う。）の長の承認を得て，これを処分することができる。  

（退去強制対魚者の該当性の闊定に伴う措置）  

第15素 人国審査官は，審査を終了したときは，速やかに認定をしなければな   

らない。  

2 入国審査官は，容疑者に対し法第47条第3項の通知をするに当たっては，   

認定の理由である事実の要旨を告げ，認定に服した場合の法律上の効果を説明   

し，認定に異議があるときは，当該通知を受けた日から3日以内に特別審理官   

に対して口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。  

（口取■理ホ求の放♯等）  

第16桑 入国審査官は，前条第2項の通知をした場合において，容疑者が認定   

に服する旨を申し立てたときは，それに伴う法律上の効果を理解して意思を表   

示したものであることを確認した上，その旨を審査調書に記載するとともに，   

直ちに主任審査官に報告しなければならない。  

2 主任審査官は，前項の報告を受けたときは，入国審査官をして，容疑者に規   

則別記第54号様式による口頭審理放棄書に署名をさせなければならない。  

3 主任審査官は，容疑者が前項の口頭審理放棄書に署名をしたとき又は前条第   

2項の通知を受けた日から3日以内に口頭審理の請求をしなかったときは，速   

やかに退去強制令書を発付しなければならない。  

（入国審査官の告発）  

第17先 入国審査官は，法第63条第3項の規定により告発をする場合には，   

別記第9号様式による告発書に容疑者が罪を犯したと信ずるに足りる相当の理   

由があることを証する資料を添えて，所属する地方入国管理官署の所在地を管   

轄する地方嘩察庁の検察官に対してこれをしなければならない。  

2 前項の場合において，告発書に添付すべき資料が審査の遂行に欠くことので   

きないものであるときは／その旨を告発書に付記するとともに，当該資料に代   

え，その謄本，抄本若しくは写しを作成し又は写真を撮影して添付するものと   

する。  
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（口歌書理の蘭求専）  

第18兵 法第48粂第1項に規定する特別審理官は，審査をした入国審査官の   

所属する地方入国管理官署－（当該地方入国管理官署に特別審理官が置かれてい   

ない場合は，当該地方入国管理官署を管轄する直近上級の地方入国管理官署）   

の特別審理官とする。  

2 前項の特別審理官は，容疑者の便宜を考慮して，審査をした入国審査官の所   

属する地方入国管理官署の職員に口頭審理の請求を受けさせることができる。   

この場合において，法第48条第1項の適用については，当該職員に対して口   

頭審理の請求がされたときに，当該特別審理官に対する請求があったものとみ   

なす。  

3 第1項の特別審理官又は前項の職員は，容疑者から口頭審理の請求を受けた   

ときは，当該職員が審査をした入国審査官である場合を除き，速やかに，その   

旨を審査をした入国審査官に通知しなければならない。  

4 審査をした入国審査官は，容疑者から口頭審理の請求を受け又は前項の通知   

を受けたときは，当該審査に係る事件の配分をした首席審査官に対し，速やか   

に審査調書その他の関係書類を提出しなければならない。  

5 前項の首席審査官は，同項の規定により提出された審査調書その他の関係書   

類を，組織規則第7条第1項第16号の事務をもつかさどる場合を除き，同号   

の事務をつかさどる首席審査官に送付しなければならない。  

（代理人）  

第19桑 特別審理官は，口頭審理に代理人が出頭したときは，委任状その他の   

書面により，代理権を有する者であることを確認しなければならない。  

2 特別審理官は， 口頭審理調書を作成する場合において，代理人がいるときは，   

第8条第4項の規定により容疑者に署名をさせるときに，当該代理人にも署名   

をさせるものとする。  

（立会人）  

第20集 特別審理官は，容疑者が口頭審理に親族又は知人の立会を申し出た場  
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合において，口頭審理に支障がないと認めるときは，その1人の立会を許可す   

ることができる。  

2 特別審理官は，口頭審理調書を作成する場合において，立会人がいるときは，  

第8条第4項の規定により容疑者に署名をさせるときに，当該立会人にも署名   

をさせるものとする。  

く正人尋問の申出）  

第21集 特別審理官は，客疑者又は代理人が証人尋問を申し出たときは，その   

者に対し，当該証人尋問による 

名及び容疑者との関係を明らかにさせた上，当鼓証人尋問を行うかどうかを決   

定するものとする0 この場合において，特別審理官は，当該立証畢実が判定に   

影響し又は在留特別許可に当たり考慮されるべき重要な事情であるかどうかを   

勘案し，当夜証人尋問を行う必要がないと認めるときは，その申出を却下する  

ものとする。  

2 特別審理官ほ，前項の申出があったときは，その旨，申出に係る立証事実，   

申出の採否及び申出を却下レた場合は，その理由を口頭審理調書に記載しなけ   

ればならない。  

（正人の出硬筆求）  

第22集 特別審理官は，口頭審理に出席している者については，法第48条第   

5項において準用する法第10条第5項の規定による証人の出頭を求めること   

なく，その承言若を得て，証人として尋問することができる。この場合において   

は，特別審理官は，その経緯を別記第10号様式による証人尋問調書に記載す   

るものとする。  

2 特別審理官は，法第48条第5項において準用する法第10条第5項の規定   

により出頭を命じた証人が出頭に応じないときは，その理由を調査し，適当と   

認めるときは，改めて日時及び場所を指定してその出頭を命じるものとする。  

（証人尋問）  

串23集 特別審理官は，証人尋問に当たり，証人に対し，法第75条の規定に  
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より，正当な理由がなくて証人が宣誓若しくは証言を拒み又は虚偽の証言をし   

た場合には処罰の対象とされることを告げなければならない。  

2 特別審理官は，証人に別記第11号様式による宣誓書を朗読させ，かつ，こ   

れに署名押印させなければならない。当該証人が宣誓書を朗読することができ   

ないときは，自らこれを代読して，署名押印させるものとする。  

3 特別審理官は，証人を尋問したときは，証人尋問調書を作成するものとし，   

証人尋問が終了したときは，これを当該証人に閲覧させ（通訳を介して証人尋   

問を行った場合を除く。），又は読み聞かせて，誤りがない旨を申し立てたと   

きは，署名をさせ，かつ，自らこれに署名しなければならない。  

4 第9条第2項の規定は通訳を介して証人尋問を行った場合に，第1白条第2   

項及び第20条第2項の規定は証人尋問調書を作成する場合に，それぞれ準用   

する。  

（ロ騒事理惰求の取下げ）  

第24集 特別審理官は，判定をする前に，容疑者が口頭審理の請求を取り下げ   

たい旨を申し出たときは，当該容疑者に別言己第12号様式による口頭審理請求   

取下書に署名をさせるとともに，直ちに主任審査官に報告しなければならない。  

2 主任審査官は，前項の報告を受けたときは，速やかに退去強制令書を発付し   

なければならない。  

（判定に伴う績t）  

第25集 特別審理官は，口頭審理を終了したときは，速やかに判定をしなけれ   

ばならない。  

2 特別審理官は，容疑者に対し法第48条第8項の通知をするに当たっては，   

判定の理由である事実の要旨を告げ，判定に服した場合の法律上の効果を説明   

し，判定に異議があるときは，当該通知を受けた日から3日以内に法務大臣に   

対して異議の申出をすることができる旨を知らせなければならない。  

（具■の申出の放兼等）  

第26集 特別審理官は，前条第2項の通知をした場合において，容疑者が判定  
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に服する旨を申し立てたときは，それに伴う法律上の効果を理解して意思を表   

示したものであることを確認した上，その旨を口頭審理調書に記載するととも   

に，直ちに主任審査官に報告しなければならない。  

2 主任審査官は，前項の報告を受けたときは，特別審理官をして，容疑者に規   

則別記第59号様式による異議申出放棄書に署名をさせなければならない。  

3 主任審査官は，容疑者が前項の異議申出放棄書に署名をしたとき又は前条東   

2項の通知を受けた日から3日以内に異議の申出をしなあゝったときは，速やか   

に退去強制令書を発付しなければならない。  

（鼻■の申出）  

第27乗 法第49条第1項に規定する主任審査官は，口頭審理をした特別審理   

官の所属する地方入国管理官暑（当該地方入国管理官署に主任審査官が置かれ   

ていない場合は，当該地方入国管理官署を管轄する直近上級の地方入国管理官   

署）の主任審査官とする。  

2 前項の主任審査官は，容疑者から規則別記第60号様式による異議申出書及   

び規則第42条各号の一に該当する不服の理由を示す資料（以下「異議申出書   

等」という。）を受額したときは，速やかにその旨を口頭審理をした特別審理   

官に通知しなければならない。  

3 第1項の主任審査官は，容疑者の便宜を考慮して，口頭審理をレた特別蕃理   

官の所属する地方入国管理官暑の職員に異議申出書等を受嶺させることができ   

る。この場合において，法第49条第1項の適用につい七は，当該職員に対し   

て異議申出書等が提出されたときに，当該主任審査官に対する提出があったも   

のとみなす。  

4 前項の規定により異議申出書等を受領した職員は，当該職員が口頭審理をし   

た特別審理官である場合を除き，速やかに，これを口頭審理をした特別審理官   

に送付しなければならない。  

5 口頭審理をした特別審理官は，容疑者から異議申出書等を受領し又は前項の   

送付を受けたときは，速やかに第1項の主任審査官に対し，別記第13号様式   

による異議申出書類送付書をもって，これを口頭審理調書その他の関係書類と   

ともに送付しなければならない。第2項の通知を受けたときも，異議申出書等  
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の送付を除き，同様とする。  

6 主任審査官は，前項の送付を受けたときは，速やかに異議申出書等及び口頭   

審理調書その他の関係書類を法務大臣又は所属の地方入国管理局の長に送付し   

なければならない。  

（事実の調査）  

第27集の2 事実の調査は，主任審査官又は主任審査官が指名する1人若しく   

は2人以上の入国審査官が行うこととする。  

2 入国審査官は，前項の調査において，容疑者その他関係人から事情を聴取し   

た場合に，必要と認めるときは，別記第4号様式による供述調書を作成するも   

のとする。  

（鼻儀の申出の取下げ）  

第28集 主任審査官は，法務大臣又は地方入国管理局の長から裁決結果の通知   

を受ける前に，容疑者が異議の申出を取り下げたい旨を申し出たときは，入国  

審査官等をして，当該容疑者に別記第12号様式による異議申出取下書に署名   

をさせ，速やかに退去強制令書を発付するものとする。  

（出国命令書の交付）  

第2針条 主任審査官は，法第55条の3第2項の規定により出国命令書を作成  

、●．  した場合には，入国審査官を介して当該容疑者に交付するものとする。  

（収専令書の先付）  

第30先 主任審査官は，法第39条第2項に規定する入国警備官の請求があっ   

た場合で，容疑者が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由がある   

と認めるときは，収容令書を発付しなければならない。  

2 主任審査官は，法第43条第2項に規定する入国警備官の請求があった場合   

で，入国警備官が収容令書の発付を待っていては逃亡のおそれがあると信ずる   

に足りる相当の理由があり，容疑者が退去強制事由に明らかに該当すると認め   

るときは，収容令書を発付しなければならない。  
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（収容令書の有効期Ⅷ）  

第31桑 収容令書の有効期間は，10日とする。ただし，主任審査官は，やむ   

を得ない事由があると認めるときは，10日を超える有効期間を指定すること   

ができる。  

（収容期間の延長）  

第32集 入国審査官等は，審査等に当たり法第41粂第1項ただし書きにより   

収容令書によって収零することができる期間（以下「収容期間」という。）を   

延長するやむを得ない事由があると思料するときは，別記第15号様式による   

収容期間延長請求書にその事由を証する資料及び収容令書を添えて，主任審査   

官に対し収容期間の延長を請求しなければならない。  

2 主任審査官は，前項の請求があった場合で，収容期間を延長するやむを得な   

い事由があると認めるときは，収容期間の延長をするものとする。  

3 主任審李官は，収容如間を延長するときは，延長した期間を収容令書に記載   

し，第1項の請求をした入国審査官等に交付するものとする。この場合におい   

て，当該入国審査官等は，入国警備官を通じて，当該収容令書を速やかに容疑   

者に示さなければならない。  
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別記第1号様式（規程第5条関係）  

日本国政府法務省  

anese GovernInent  OfJustice，Ja  Minist！  

審査期日通知書  
NOTIC E O F EXAM†N ATION  

殿  

国  籍  

Nationality  

2 氏  名  

Name  

Last  First  Middle  

年  月  日  

3 生年月日  

DateofBirth  

Yeaf  Mo山血  Day  
4 居住地   

Pre5entAddressinJapan   

あなたに対する出入国管理及び難民認定法第24条に規定する退去強制事由該当容疑事件  

に閲し，次のとおり審査を行うので，通知します。   

YouareherebyllOtiBedthattheexazninationofyourcase，OnChargeofco皿1Bgundertheprovisions  
OfAnicle240ftheI皿migration．ControlandRefugeeRecognitionAct，Willbeheldasfonows：  

（1）審査期日  年  月  日  

DateofExamiLation  Year  Month  Day   

（2）場所 一  入国管理局  支局・出張所  

PlaceofEj（amination  ImmigrationBureau DistrictIm皿1grationOfBce．BranchOffice  

法務省  入国管理局  支局・出張所  

MinistryofJustice  I皿migrationBuTeau DistrictIm皿1gratiot10ffice・BranchOfBce  

入国審査官  

Im皿1grationInspector  署  名   

Signatufe  

備 考  

ReⅡ1alb   

ア 審査において，あなたは証拠を提出することができます。  

Youmay，inthecourseoftheexa皿irLation，PrOduceeviderLCe・   

イ 仮放免中で正当な理由がなく出頭しないときは，仮放免を取り消すことがあります。  

ProvisionalreleasemayberevDked，ifyoufailtoappeaLataSurrmOnSWithoutjustifiable  
reasonwhileyouareaccordedprovisonalreleasel  
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別記第2号様式（規程第8粂関係）  

－16 一   
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別記第2号様式の2（規程第8条関係）  
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別記第3号様式（規程第8条関係）  
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別記第3号様式の2（規程第8条関係）  

ー19 →   
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別記第3号様式の4（規程第8条関係）  

別紙目録（甲） 口頭審理期日において調べた証拠資料  

作 成 者   証拠資料等の標目   丁数  
容疑者  

行数  
の認否  

から  まで  

余白を生じた欄は，末尾まで斜線を施し押印すること。  

本書は，当該口頭審理調書の末尾に添付すること。  
注意  
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別記第3号様式の5（規程第8条関係）  

別紙目録（乙） 口頭審理期日において調べた証拠物  

差出人  
押収・嶺置者  証拠物   数 量   容疑者の意見  

所持者  

余白を生じた欄は，末尾まで斜線を施し押印すること。  

本書は，当該口頭審理調書の末尾に添付すること。  
注意  

一三1－   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -25/40-
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別記第4号様式（規程第8条関係）  

－ 22 一   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -26/40-
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別記第4号様式の2（規程第8条関係）  

ー 23 －   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -27/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -27/40-



別記第5号様式（規程第14粂関係）  

ー2ヰー   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -28/40-
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Date  

To：  

一25－   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -29/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -29/40-



別記第7号様式（規程第14条関係）  

目録欄不足のときは，裏面に追  

記すること。   

日本国政府法務省  
MinistryofJustice  
JapaneseGovemme山  

年  月  日  

Date：  

領置物件還付請書  
RECEⅡ）T OFRETAlNモDARTICLES  

入国管理局  
ImmlgTationBllreau  

支局  
Districtl皿皐grati‘onOfEice  

法務省  
To：～Ⅰ血ist！yOfJhstice  

出張所  

Branch O丘ice  

主任審査官 殿  

To：SupeTvisinghnmigTationhspector  
特別審埋宮 殿  
To：SpecialhquiryOfhcer  
入国審査官 殿  

To：血igTationbspectoT  

退去強制手続 、  

に係る退去強制手続 出国命令手続 に関  容疑者  

し，下記領置物件の還付を受け，正に受領しました。   

Ihavedulyreceivedthefo1lowinBarticleswhichwereretainedduringtheproceduresfo∫deportation  

（仙ep－OCedu∫eSfo－depa一山eorde－）wheI血Ibesu平eCt，M∫・伽s－  

is orwashvolved．  

数 一畳（Quantily）  名（Ilems）  ロ ロロ  

住  所  

Present Address 

氏  名  

NaTn已infuu  

Signature  

・26－   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -30/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -30/40-



別記第8号様式（規程第14条関係）  

年  月  日  日本国政府法務省  
MinistIyOfJustice  
JapaneSeGovern皿ent  

Date  

所有権放棄書  
WAIVER  

入国管理局  

Ⅰ皿伊ationBureau  

支局  

DistrictIⅡ皿igratiotlOffice  

法務省  

To：MinistIyOfJustice  
出張所  

BfanCb O任ice  

主任審査官 殿  

To：Supervisi刀gI皿migTationhspector  

特別審理官 殿  

To：SpecialInquiryOfficer  
入国審査官 殿  

To：ImmlgrationhlSPeCtOr  

住  所  

Ad血ess  

氏  名  

Name  

領置中の下記物件の所有権を放棄します。  
1．herebywaive皿yPrOPrietaryrightsoffollowingartideswhichwereretained・  

目  録  

LIST  

備 考  

Remarks  

差 出 人  

アossessor  

数量  

Quantity  ltems  

－27－   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -31/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -31/40-



別記第9号様式（第17条関係）  

管  第  号  

平成   年   月   日  

地方検察庁 検察官 殿  

入国管理局  

入国審査官  

国（本）籍   

居 住 地   

身柄の所在  

職  業  

容疑者氏名  （男・女）   

日生（   歳）   

上記の者に対する出入国管理及び難民認定法第45条による審査に当たり，  
容疑者が下記の罪を犯したと信．ずるに足りる相当の理申があるので，同法第  
63条第・3項の規定により，告発します。  

記  

1 罪   名  

2 適   条  

3 犯罪事実  

4 被疑者が罪を犯したと信ずるに足りる根拠資料  

・28一   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -32/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -32/40-



別記第10号様式（規程第22条関係）  

－ 29 一   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -33/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -33/40-



別記第10号様式の2（規程第22条関係）  

－ 30 一   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -34/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -34/40-



別記第11号様式（規程第23条関係）  
（注意）  

本書は証人尋問調書又は口頭審  
理調書に編てつすること。  

平成   年   月  日   日本国政府法務省  
Minist＝yDfJustice，  

JapaneseGoven皿ent  

Date：  

O A T H  

ノ±ナ  

且   

私は，容疑者  i；係る出入  

国管理及び難民認定法第48条の規定に基づく口頭審  

理に当たり，証人として，良心に従って真実を嘩ベi  

何事も隠さないこと及び何事も附け加えない羊とを誓  

います。  

Iherebyswearas鱒WitnessthatIdeposeinaccordancewiththe  
dictatesofmyconsciencethewholetruth，COnCealingoradding  

nothinginthehearlng，inthecaseofthesuspect，  Mr．／Ms．  

， PrOVidedforinArticle480ftheImmlgration  

ControlandRefugeeRecognitionAct．  

1 国籍及び居住地（Nationalityandplaceofresidenceofwitness）   

（1）国＿ 籍  

Nationality   

（2）居住地  

Place of residence 

2 生年月日及び年齢（Dateofbirthandageofwitness）  

年  月  日生  

Year  Month  Day  

証 人  

1Ⅳitness  （署名 印）  

（Signatureandseal）  

－31－   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -35/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -35/40-



別記第12号様式（規程第24条，第28条関係）  

＿32 ＿   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -36/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -36/40-



別記第13号様式（規程第27条関係）  

年  月   日  

異議申出書類送付書  

入国管理局   

主任審査官  殿  

同  局  

特別審理官  

（収容・仮放免・在監）中   

適  乗  出入国管理及び難民認定法第24条第   

国  籍   

氏 ▲名  

（男・女）  年  月   日生（当  歳）   

上記の者に対する頭書該当容疑事件に閲し，平成  年  月  日   

本職のした判定につき，   月   日上記の者は異議申出書及び関係書類■を別添   

のとおり差し出したので，事件記録及び証拠物とともに送付する。  

－ 33 －   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -37/40-

無断転載・配布を禁止します。編集者IPAA -37/40-



おって，異議申出書類を取り調べたところ，認定要旨及び情状に閲し，下記のと   

おり，重要な事実又は証拠があると思料されるので，意見を付し報告する。  

記  

ー 34 －   

IPAA外国人入管手続研究会　名古屋市中村区那古野1-44-17嶋田ビル302号 052-541-0383 -38/40-
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別記第15号様式（規程第32条関係）  

－35－   
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